
高齢者・認知機能が低下した人が
迷わない環境づくりの普及（情報提供）

(1)国の位置づけ

[共生社会の実現を推進するための認知症基本法]第３条基本理念第３項

「認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去する

ことにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にか

つ安心して自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、自己に直接関係

する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができるようにするこ

と。」

（２）市の位置づけ

[第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画]

・重点施策３ 「社会全体で取り組む認知症支援」

→認知症施策推進計画 「４．バリアフリーの促進と社会参加」

1 情報提供の背景

２ 認知症等の人にわかりやすいデザイン とは？

認知機能が低下した方でも、「見つけやすい」「わかりやすい」デザインのこと。

つまり、認知症の人も含め、あらゆる人にとってもわかりやすいということ。

３ デザインの効果

認知症の症状

・記憶障がい

・見当識障がい

・理解・判断力の障がい

本人の自立した行動を妨げる要因

わかりやすいデザインに

よって、適切な環境を整える

本人のできることは“できるまま”＝自立支援

家族や介護者の手間減

・視力・聴力の低下

・歩行障がい など

加齢による症状
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５ お願い

改修・改築などのタイミングでデザイン導入を検討される場合は、豊田市福祉部高齢

福祉課（0565-34-6984）へご相談ください。必要に応じて、専門コンサルタントか

らの相談支援を紹介します。

・白い壁に、白い便器
・便器に近づくと、手洗いの照明により
便器付近に影ができてしまう

・床、壁の色と便器の白色のコントラストが
強く、便器が見やすい

・影ができにくく、明るい室内

４ 今後の市の動き

市内の各種施設において分かりやすいデザインが取り入れられるよう理解啓発を行いつつ

効果の検証を行い、認知症等の人が社会参加しやすいまちづくりを推進します。

・白い壁に、白い扉で扉が分かりにくい

（モザイク調も×）

・ピクトグラムが小さい

・大きいピクトグラム

・文字も併記する

参考資料：福岡市「認知症の人にもやさしいデザインの手引き」☞
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 生活保護法による介護扶助について ～生活保護法 指定介護機関のしおり～ 
 

 

 

１．はじめに  

  平素より生活保護行政の推進にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

介護サービス事業者の皆さまに、制度の趣旨や介護扶助に関する事務取扱等に対する理解を深めてい 

ただき、生活保護法による介護の給付の更なる適正実施を図るため、簡単ですが制度の概要をまとめま 

したので、今後の参考にしていただきますようお願いいたします。 

なお、この文書は「生活保護法による介護扶助の運営要領について」第８－１－(3)ア＜指定介護機関に

対する一般指導＞に基づいて配布するものです。 

 

２．介護扶助とは  

介護扶助とは、介護保険法等の規定に基づき要介護認定又は要支援認定を受けた被保護者（生活保護 

受給者）に対して、要介護状態又は要支援状態に応じ策定された居宅介護支援計画又は介護予防支援計 

画等に基づき、生活保護法による指定を受けた介護機関（指定介護機関）から、介護保険制度の保険給 

付の対象となる介護サービスと同等のサービスの提供を受けることにより給付するものです。 
 
３．介護扶助と介護保険の適用関係について  

 

要 件 

要介護又は要支援の状態にある被保護者 

４０才以上６５才未満 ６５才以上 

（総合事業対象者含む） 特定疾病該当者 

介護保険の 

適用 

介護保険の被保険者とならない 介護保険の被保険者 

第２号外被保険者（みなし２号） 

【被保険者番号は生活保護専用のものになります】 

第１号被保険者 

要介護認定 
生活保護制度による要介護認定 

（市介護保険課に委託） 
介護保険法による要介護認定 

ケアプラン 
生活保護法の指定介護機関に作成を依頼（居宅介護支援事業者等） 

支給限度額以内のケアプランに限る 

総合事業 要介護認定等を申請する 総合事業チェックリストも利用できる 

給付割合 
生活保護法の指定介護機関からの介護サービスに限る 

介護扶助１０割 介護保険９割・介護扶助１割 

障がい者 

施策関係 

障がい者手帳等を持っている場合は、障がい者施策

が介護扶助に優先する。 

介護保険・介護扶助優先。ただし、一部サービスで

は自立支援医療（更生医療）が介護扶助に優先する。 

  
４．生活福祉課からのお願い  

①ケアマネの皆様…居宅介護支援計画等に記載されている指定介護機関について、毎月２０日以降に介護券

を発行します。サービス利用票を提供していただく場合、居宅療養管理指導については余白に医療機関や薬

局名を追記しお知らせください。有効な介護券の発行ができるよう、内容が変更になる場合は必ずお知らせ

ください。なお、サービス利用票が未提出の場合、介護券の発行が遅延する、もしくは発行出来ない可能性

がありますので毎月の提出をお願いします。また、担当のご利用者様が要介護（支援）認定の変更を行う際

には、必ず担当ケースワーカーまでご連絡ください。 

 

②指定介護機関の変更・廃止の届出について…平成２６年６月以前に指定された介護機関は生活福祉課への

届出が必要です。平成２６年７月以降に介護保険課から指定を受けた介護機関は生活保護法におけるみなし

指定となるため、生活福祉課への届出は不要です。 
 

豊田市役所 福祉部 生活福祉課 

問合せ：豊田市役所 福祉部 生活福祉課 総務担当 電話（直通）０５６５－３４－６６３５ 
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https://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/roujinhoken/jql43u00000001m5-
att/H29_019_2_report.pdf 
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